
 

仕 様 書 

 

１ 品  名 

重金属固定剤（焼却灰・ばいじん用）（単価契約） 

２ 用  途  

重金属固定剤（以下「薬剤」という。）は、一般廃棄物の焼却処理に伴い発生する焼却灰及びば

いじんに含まれる重金属の処理に用いる。 

３ 予定数量 

１４９，０００ｋｇ 

４ 規格 

⑴ 下記の製品のいずれか又はこれと同等のものとする。ただし、重金属固定剤の薬液タンクが共

通であるため、焼却灰とばいじんの重金属固定剤は同じものとする。 

メーカー名 名     称 備   考 
ミヨシ油脂㈱ ＮＥＷエポルバ８１０Ｓ  
㈱ポーラーズ研究所 アッシュワンＬ－８１０  
不二サッシ㈱ アルサイトＬ－３０１  
水ｉｎｇ㈱ アッシュクリーンＣ－５３０Ｓ  
オリエンタル技研工業㈱ オリトールＧ－１  
㈱ウォーターエージェンシー ＷＡキレートＺ－４  

⑵ 仕様に係る最低必要基準 

ア 薬剤の性能 

薬剤は、別紙１に示す性状の焼却灰及びばいじんに、別紙２に示す本工場の灰処理設備を使

用して添加することにより、添加後の焼却灰及びばいじんの性状が「金属等を含む産業廃棄物

に係る判定基準を定める総理府令（昭和４８年総理府令第５号）」に定める判定基準（以下「判

定基準」という。）を十分に満足する性能を有すること。 

イ 薬剤の性状 

① 液状でｐＨ７以上とし、人体及び使用する設備に悪影響を与える要因がなく、また、取扱

上危険なものでないこと。 

② 耐熱性（２００℃）を有すること。 

③ 冬期の低温時（－１０℃）において、十分な流動性を有すること。 

④ 刺激臭を有さないこと。 

➄ チウラムを含有していないこと。 

ウ 有害ガス 

別紙２に示す本工場の灰処理設備において、焼却灰及びばいじんを当該薬剤で処理する際

に、当該薬剤に起因して、労働安全衛生上有害なガス等が発生しないこと。 

５ 納入場所 

広島市環境局安佐南工場焼却施設内 重金属安定剤貯槽（容量：５．７㎥×１基） 

広島市安佐南区伴北四丁目３９９０番地（TEL082-848-1114） 

６ 納入方法等 

⑴ １回当たりの発注予定数量 

約４．０トン（３．２㎥程度）ただし、増減する場合がある。 

⑵ 搬入荷姿 

ローリー 



 

⑶ 納入日時 

発注の際、納入する日時を指定する。 

⑷ 納入方法 

本工場の重金属安定剤貯槽受入フランジに接続のうえ、貯槽内に納入すること。 

⑸ 納入作業 

本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。 

⑹ 受口形状 

ＨＩＶＰ １０Ｋ ５０ｍｍフランジ 

⑺ 提出書類 

納入に当たっては、次の書類を提出すること。 

ア 納入数量を確認できる書類 

イ 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類（ＳＤＳ：安全データシート） 

なお、ＳＤＳについては、内容の変更を伴わない場合、２回目の納入以降は省略できる。 

７ 納入日時の厳守 

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に納

入すること。 

８ 不良品の交換 

不良品の場合、期間を問わず正常な製品と交換すること。 

９ 特記仕様 

⑴ 薬剤の切替 

従前使用していた薬剤と異なる薬剤を納入する場合は、本工場の運転に支障が起きないよう

に薬剤の切替を行うこと。灰・ばいじんの重金属の処理は停止することができないため、仮設ポ

ンプが必要な場合、納入者の負担で設置すること。 

また、薬剤の切替に当たって、従前使用していた薬剤と新たに納入する薬剤が一時的に混合す

ることにより、人体及び使用設備等に悪影響が想定される場合には、納入者の責任により適正な

対応を行い、これを排除すること。薬剤の切替に伴う費用は、すべての納入者の負担とする。 

⑵ 性能の確認 

納入者は、納入した薬剤による処理が適正に行われ、判定基準を満足していることを証明する

ため、別紙３のとおり分析を行い、判定基準に係る分析結果報告書を、試料採取の後速やかに提

出すること。 

なお、分析試料の採取は、本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い、行うこと。 

⑶ 添加量 

焼却灰及びばいじんへ添加する薬剤の添加量は、焼却灰１トンに対して薬剤１１ｋｇ、ばいじ

ん１トンに対して薬剤２３ｋｇとし、焼却灰及びばいじんを適切に処理できるものとする。 

⑷ 資料の提供 

薬剤の安全性又は有効性について、新たな情報が得られたときには、直ちにその情報を発注者

に提供すること。 

⑸ 契約解除 

薬剤の性能等、納入者の責めに帰すべき要因により、９（２）に規定する納入者の分析及び本

市が独自に行う分析の結果、判定基準に適合する見込みがないことが判明した場合、直ちにこの

契約を解除するものとする。この場合、納入者の責任において、直ちに本工場へ納入済の薬剤を



 

回収し、配管洗浄等原状回復する措置を講ずること。 

⑹ 分析方法等 

この契約において分析は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和４８年環境庁告示第

１３号（ただし「第１ 検液の作成」で試料液はイとする。））の埋立処分に係る検定方法による

溶出試験を行うこと。 

なお、焼却灰及びばいじんの溶出試験については、試料受取後１日以内に実施すること。ただ

し、計量法第１０７条の規定に基づき，計量法施行規則第３８条に定める別表第四の第一欄に掲

げる、「六 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての環境計量証明事業登録を

受けている者が行うこと。 

１０ その他 

納入者は、一般競争入札参加資格確認申請時に提出した「出荷確約書」に記載した薬品メーカ

ー及び薬剤の変更はできないものとする。 



 

別紙１ 

焼却灰の重金属含有量 

項   目 
未処理原灰重金属含有量 

（mg/kg） 
備   考 

鉛又はその化合物 

（下段は溶出量 mg/ℓ） 

880 

(2.9) 

令和３年～令和７年度 

実績 

銅又はその化合物 2,400 〃 

カドミウム又はその化合物 10.0 令和６年度実績 

水銀又はその化合物 0.05 〃 

砒素又はその化合物 9.2 〃 

六価クロム又はその化合物 15.0 〃 

その他 
 灰の性状は、焼却するごみの性状によって変動するため、上記重金

属含有量の数値は、灰の性状を特定するものではない。 

 

ばいじんの重金属含有量 

項   目 
未処理原灰重金属含有量 

（mg/kg） 
備   考 

鉛又はその化合物 

（下段は溶出量 mg/ℓ） 

1,200 

(19.0) 

令和３年～令和７年度 

実績 

銅又はその化合物 880 〃 

カドミウム又はその化合物 61 令和６年度実績値 

水銀又はその化合物 9.9 〃 

砒素又はその化合物 16 〃 

六価クロム又はその化合物 16 〃 

その他 
 ばいじんの性状は、焼却するごみの性状によって変動するため、上

記重金属含有量の数値は、ばいじんの性状を特定するものではない。 



 

別紙２ 



 

分析項目一覧表                                別紙３ 

項  目 
分 析 周 期 

備  考 
※１ ※２ 

アルキル水銀 ○（溶出試験の

み）  

特記のない○部分は 
・原灰の含有試験、溶出

試験 
・処理灰の溶出試験 
を実施する 

水銀又はその化合物 ○（溶出試験の

み） 
○（溶出試験の

み） 

カドミウム又はその化合物 ○（溶出試験の

み）  

鉛又はその化合物 ○ ○ 

銅又はその化合物 ○ ○（原灰のみ） 

有機リン化合物   

六価クロム化合物 ○（溶出試験の

み）  

砒素又はその化合物 ○（溶出試験の

み）  

シアン化合物   

ＰＣＢ   

トリクロロエチレン   

テトラクロロエチレン   

ジクロロメタン   

四塩化炭素   

１．１－ジクロロエタン   

１．２－ジクロロエタン   

シス－１．２－ジクロロエタン   

１．１．１－トリクロロエタン   

１．１．２－トリクロロエタン   

１．３－ジクロロプロペン   

チウラム   

シマジン   

チオベンカルブ   

ベンゼン   

セレン又はその化合物 ○（溶出試験の

み）  

ＰＨ ○ ○ 

※１ 契約後、２ヶ月以内に実施する（日程は協議のうえ決定する。）。 

２ 原則として毎月５日、１５日、２５日の３回とし、これらが「広島市の休日を定める条例」（平成３年９月２６

日条例第４９号）に規定する市の休日に当たる場合は、直後の平日とする。ただし、共通休炉期間は除く。 


